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新旧対照表 

熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例（平成元年条例第１８号） 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則（平成元年規則第４７号） 

見直し後（案） 現行 見直し後（案） 現行 

 （指定の変更及び解除） 

第６条 市長は、環境保護地区の指定の変更及び解除

（以下「環境保護地区の指定解除等」という。）を次

の場合に行うことができる。 

 （指定の変更及び解除） 

第６条 市長は、環境保護地区の指定の変更及び解除

（以下「環境保護地区の指定解除等」という。）を次

の場合に行うことができる。 

  

  

(1) 自然災害等によって緑地が消滅した場合 (1) 自然災害等によって緑地が消滅した場合   

(2) 社会福祉施設、医療施設、道路等の公益上必要な

施設の建築、建設等が行われる場合 

(2) 社会福祉施設、医療施設、道路等の公益上必要な

施設の建築、建設等が行われる場合  （指定の変更及び解除）  （指定の変更及び解除） 

(3) 相続により環境保護地区の土地の所有者、管理者

又はその他の権限を有する者（以下「所有者等」と

いう。）に変更があった場合で 当該環境保護地区

を相続した者から経済的な理由により解除の申出が

あったときその他の規則で定める場合 

 

(3) 相続により環境保護地区の土地の所有者、管理者

又はその他の権限を有する者          

    に変更があった場合で、当該環境保護地区

を相続した者から経済的な理由により解除の申出が

あったときその他の規則で定める場合 

第５条 条例第６条第１項第３号に規定する規則で定める

場合とは、次の各号のいずれかの場合とする。 

(1) 相続により所有者等に変更があった場合で次のいず

れかに該当するとき。 

ア 当該環境保護地区を相続した者（以下この号にお

いて「相続人」という。）から経済的な理由による

解除の申出があったとき。 

  イ 当該相続があった日から５年以上を経過している

場合で相続人から解除の申出があったとき。 

第５条 条例第６条第１項第３号に規定する規則で定める

場合とは、次の各号のいずれかの場合とする。 

(1) 相続により所有者等に変更があった場合で次のいず

れかに該当するとき。 

ア 当該環境保護地区を相続した者（以下この号にお

いて「相続人」という。）から経済的な理由による

解除の申出があったとき。 

イ 当該相続があった日から５年以上を経過している

場合で相続人から解除の申出があったとき。 

 

 

 

(4) 環境保護地区保護協定締結後１０年以上を経た場

合で、当該協定を締結した所有者等から解除の申出

があったとき。 

(5) 前４号に定めるもののほか、市長がやむを得ない

と特に認める場合 

２ 前項各号に該当することにより、環境保護地区の指

定解除等を行おうとするときは、あらかじめ熊本市環

境審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 第４条並びに前条第１項及び第２項の規定は、環境

保護地区の指定解除等について準用する。 

 

 

 

【新設】 

 

 

(4) 前３号に定めるもののほか、市長がやむを得ない

と特に認める場合 

２ 前項各号に該当することにより、環境保護地区の指

定解除等を行おうとするときは、あらかじめ熊本市環

境審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 第４条並びに前条第１項及び第２項の規定は、環境

保護地区の指定解除等について準用する。 

(2) 売買等により所有者等に変更があった場合で、当該

変更から５年以上経過し、当該環境保護地区の新たな

所有者等から解除の申出があったとき。 

(2) 売買等により所有者等に変更があった場合で、当該

変更から５年以上経過し、当該環境保護地区の新たな

所有者等から解除の申出があったとき。 

【削る】 (3) 環境保護地区保護協定締結後１０年以上を経た場合

で、当該協定を締結した所有者等から解除の申出があ

ったとき。 

  

 

 

１つの条文に１つの概念を規定し条文上の解釈の疑義をより少なくするため、これまで条例第６条第

１項第３号の「規則で定める場合」に含めていた規則第５条第３号を条例に明文化するもの（規則第

５条第１号及び第２号が所有権移転の場合について規定されているという点で一貫性があるのに対

し、同条第３号は協定の締結後の年数経過の場合について規定されており、前２号との一貫性に欠け

ていた。） 

※ これまでに規則第５条第３号事由による指定の解除が行われたことはない。 

資料２ 


